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                                             大村市長  園 田 裕 史   

 

 

市議会定例会の招集について（通知） 

 

 

このことについて、別紙（写）のとおり告示したので通知します。 



大村市告示第２２０号 

大村市議会定例会を次のとおり招集する。 

  令和２年１１月２０日 

大村市長  園 田 裕 史 

１ 招集日時  令和２年１１月３０日（月） 午前１０時 

２ 招集場所  大村市議会議場 



市議会定例会付議事件表 

第１１２号議案

第１１３号議案

第１１４号議案

第１１５号議案

第１１６号議案

第１１７号議案

第１１８号議案

第１１９号議案

第１２０号議案

第１２１号議案

第１２２号議案

第１２３号議案

第１２４号議案

第１２５号議案

一般職の職員の給与に関する条例及び市長及び副市長の給与

に関する条例の一部を改正する条例……………………………（ １ ）

大村市税外収入督促手数料及び延滞金に関する条例の一部を

改正する条例………………………………………………………（ ３ ）

大村市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例…………（ ４ ）

大村市行政財産使用料条例の一部を改正する条例……………（ ８ ）

大村市国民健康保険条例の一部を改正する条例………………（１０）

大村市水道事業、工業用水道事業、下水道事業及び農業集落

排水事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例………（１２）

損害賠償の額を定め和解することについて……………………（１３）

令和２年度大村市一般会計補正予算（第１０号）

令和２年度大村市モーターボート競走事業会計補正予算（第１号）

令和２年度大村市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

令和２年度大村市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

令和２年度大村市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

令和２年度大村市病院事業会計補正予算（第１号）

令和２年度大村市工業団地整備事業特別会計補正予算（第１号）



第１１２号議案

一般職の職員の給与に関する条例及び市長及び副市長の給与に関する条例の一

部を改正する条例

（一般職の職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年大村市条例第２８号）の一部

を次のように改正する。

第２０条第２項及び第３項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に改

める。

第２条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第２０条第２項及び第３項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」

に改める。

（市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正）

第３条 市長及び副市長の給与に関する条例（昭和２６年大村市条例第７号）の一部

を次のように改正する。

第４条の２ただし書中「１００分の１３０」とあるのは、「１００分の１７０」を

「１００分の１２５」とあるのは、「１００分の１６５」に改める。

第４条 市長及び副市長の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第４条の２ただし書中「１００分の１２５」とあるのは、「１００分の１６５」を

「１００分の１２７．５」とあるのは、「１００分の１６７．５」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規定は、令和３

年４月１日から施行する。

  令和２年１１月３０日提出

大村市長  園 田 裕 史  

（ 1 ）



（提案理由）

 国家公務員の給与に関する国の取扱状況等に鑑み、一般職の職員及び市長、副市長

等の期末手当の額を減額するため、この条例案を提出するものである。

（ 2 ）



第１１３号議案 

大村市税外収入督促手数料及び延滞金に関する条例の一部を改正する条例 

大村市税外収入督促手数料及び延滞金に関する条例（昭和２７年大村市条例第２２

号）の一部を次のように改正する。 

附則第４項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸

付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をい

う。）」に改め、「（以下「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例

基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の附則第４項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用

し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。 

  令和２年１１月３０日提出 

大村市長 園 田 裕 史 

（提案理由） 

 租税特別措置法の改正に伴い、所要の条文整理を行うため、この条例案を提出する

ものである。 

（ 3 ）



第１１４号議案 

大村市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

 大村市道路占用料等徴収条例（昭和２８年大村市条例第２４号）の一部を次のよう

に改正する。 

４４０ ５１０ 

６８０ ７９０ 

９２０ １，１００ 

４００ ４６０ 

６３０ ７３０ 

８７０ １，０００ 

４０ ４６ 

４ ５ 

２ ３ 

３９０ ４５０ 

２４０ ２７０ 

７９０ ９１０ 

３３０ ３８０ 

１，７００ １，９００ 

７９０ ９１０ 

１７ １９ 

２４ ２７ 

３６ ４１ 

４７ ５５ 

７１ ８２ 

９５ １１０ 

「 

別表中 を に、 

「 
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１７０ １９０ 

２４０ ２７０ 

４７０ ５５０ 

７９０ ９１０ 

８７０ ９３０ 

５２０ ５６０ 

７９０ ９１０ 

１７ １９ 

１７０ １９０ 

１７０ １９０ 

１，７００ １，９００ 

６３０ ７３０ 

１７ １９ 

１７０ １９０ 

１７ １９ 

１７０ １９０ 

１，７００ １，９００ 

８７０ ９３０ 

７９０ ９１０ 

Ａに０．０３４を

乗じて得た額 

Ａに０．０３３を

乗じて得た額 

１７０ １９０ 

７９ ９１ 

Ａに０．０１７を

乗じて得た額 

Ａに０．０１６を

乗じて得た額 

Ａに０．０２４を

乗じて得た額 

Ａに０．０２３を

乗じて得た額 

」 

」 」 

「 「 

」 

を に、 

（ 5 ）



 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

Ａに０．０３４を

乗じて得た額 

Ａに０．０３３を

乗じて得た額 

Ａに０．０１７を

乗じて得た額 

Ａに０．０１６を

乗じて得た額 

Ａに０．０１２を

乗じて得た額 

Ａに０．０１２を

乗じて得た額 

Ａに０．０２４を

乗じて得た額 

Ａに０．０２３を

乗じて得た額 

Ａに０．０１７を

乗じて得た額 

Ａに０．０１６を

乗じて得た額 

Ａに０．０２４を

乗じて得た額 

Ａに０．０２３を

乗じて得た額 

Ａに０．０３４を

乗じて得た額 

Ａに０．０３３を

乗じて得た額 

Ａに０．０３４を

乗じて得た額 

Ａに０．０３３を

乗じて得た額 

Ａに０．０１７を

乗じて得た額 

Ａに０．０１６を

乗じて得た額 

Ａに０．０２４を

乗じて得た額 

Ａに０．０２３を

乗じて得た額 

Ａに０．０３４を

乗じて得た額 

Ａに０．０３３を

乗じて得た額 

「 

を に、 

「 

」 」 

「 「 

」 」 

を に改める。 
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（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用し、施行日

前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。 

  令和２年１１月３０日提出 

大村市長  園 田 裕 史  

（提案理由） 

 道路法施行令の改正に伴い、占用料の額を改定するため、この条例案を提出するも

のである。 

（ 7 ）



第１１５号議案 

大村市行政財産使用料条例の一部を改正する条例 

 大村市行政財産使用料条例（昭和３９年大村市条例第３６号）の一部を次のように

改正する。 

「 「 

使用料（円） 使用料 

４４０  大村市道路

占用料等徴

収条例（昭

和２８年大

村市条例第

２４号）別

表に定める

額 

６８０  

９２０  

４００  

６３０  

８７０  

４０  

４  

２ 

３９０ 

２４０ 

７９０ 

３３０ 

１，７００ 

７９０ 

１７ 

２４ 

３６ 

４７ 

７１ 

９５ 

１７０ 

２４０ 

４７０ 

」 」 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  令和２年１１月３０日提出 

別表第２中     を に改める。 

（ 8 ）



大村市長  園 田 裕 史  

（提案理由） 

使用料に関する規定を改正するため、この条例案を提出するものである。 

（ 9 ）



第１１６号議案 

大村市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

大村市国民健康保険条例（昭和３４年大村市条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

第２５条第１号中「３３０，０００円」を「４３０，０００円（納税義務者並びに

その世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を

有する者（前年中に同条に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４０年法律第３

３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控

除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５０，０００円

を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係

る所得を有する者（前年中に法第７０３条の５に規定する総所得金額に係る所得税法

第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的

年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収

入金額が６００，０００円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公

的年金等の収入金額が１，１００，０００円を超える者に限る。）をいい、給与所得

を有する者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」とい

う。）が２以上の場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１

を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）」に改め、同条第

２号及び第３号中「３３０，０００円」を「４３０，０００円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を

減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）」に改める。 

附則第６項中「に所得税法（昭和４０年法律第３３号）」を「に所得税法」に改め、

「同条第１号中「法第７０３条の５に規定する総所得金額」の次に「及び山林所得金

額」を加え、「、「法」を「「法」に、「同じ。）」」を「同じ。）及び山林所得金

額」と、「１，１００，０００円」とあるのは「１，２５０，０００円」」に改める。 

附 則 

（ 10 ）



（施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の大村市国民健康保険条例の規定は、令和３年度以後の年度分の国民健康

保険税について適用し、令和２年度分までの国民健康保険税については、なお従前

の例による。 

令和２年１１月３０日提出 

大村市長  園 田 裕 史  

（提案理由） 

地方税法施行令の改正に伴い、国民健康保険税の軽減措置に係る判定基準を改正す

るため、この条例案を提出するものである。 

（ 11 ）



第１１７号議案 

大村市水道事業、工業用水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の設置等

に関する条例の一部を改正する条例

大村市水道事業、工業用水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関

する条例（昭和４１年大村市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項第２号イ中「８，８００立方メートル」を「１１，２２０立方メート

ル」に改める。

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

令和２年１１月３０日提出 

大村市長  園 田 裕 史  

（提案理由） 

工業用水道事業の１日最大給水量を変更するため、この条例案を提出するものであ

る。 

（ 12 ）



第１１８号議案

損害賠償の額を定め和解することについて

 大村ボートレース場の競走水面上で発生した落水事故による被害者に対する損害賠償

の額を定め和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第１２号及び第１３号、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条第

２項並びに大村市モーターボート競走事業の設置等に関する条例（昭和４１年大村市条

例第２４号）第１１条第２号及び第３号の規定により議会の議決を求める。

  令和２年１１月３０日提出

大村市長  園 田 裕 史 

１ 損害賠償及び和解の相手方

　　　　

２ 和解条項の要旨

(1) 大村市は、相手方に対し、金８，０７７，９７５円を支払う。

(2) 本和解の日以後、本件事故に起因する後遺障害が発生した場合の損害については、

別途協議する。 

(3) 前２号を除き、相手方は、大村市に対して、本件に関し今後一切の請求をしない。

（ 13 ）

大村市役所
ハイライト表示

大村市役所
ハイライト表示
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